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弘
化
年
間
、
朝
廷
の
公
家
教
育
の
場
と
し
て
学
習
院
が
設
立
さ
れ
、
文
久
年
間
後
半
に
お
い
て
朝
廷
の
「
政
治
機
関
」
と
し
て
機
能

し
て
い
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
公
家
の
学
問
所
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立
過
程
と
運
営
の
在
り
方
に
関
し
て
は
本
多
辰
次

郎
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
こ
に
行
わ
れ
た
学
習
内
容
や
学
習
サ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
実
態
に
つ
い
て
は
佐
竹
明

f
氏
が
解
明
し

戦
前
、

マ
ル
ク
ス
史
学
と
は
児
な
る
方
向
か
ら
の
廂
末
維
新
史
研
究
を
総
括
し
た
も
の
と
も
い
う
べ
き
『
維
新
史
』

や
『
徳
川
慶
喜

公
伝
』
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
業
績
は
、
い
わ
ゆ
る
主
政
復
古
史
観
や
佐
幕
史
観
に
も
と
づ
い
て
叙
述
さ
れ
て
お
り
批
判
的
に
検
祉

す
る
こ
と
か
必
要
な
部
分
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
は
あ
る
が
、
半
面
、
史
料
に
も
と
づ
い
て
「
実
祉
的
」
に
「
歴
史
事
実
」
を
明
ら
か

に
し
て
お
り
、
以
後
、
学
会
に
お
い
て
「
常
識
」
化
し
た
も
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
戦
前
の
業
粕
に
お
い
て
、
文
久
期
に

お
け
る
学
習
院
に
つ
い
て
も
そ
の
大
要
か
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
維
新
史
』

「i
早
葬
之
士
が
学
習
院
に
国
事
意
見
を
上
る
こ
と
」
が
「
許
さ
れ
た
]
こ
と
、
国
事
掛
・
国
事
参
政
な
ど
幕
末
朝
廷
の
国
事
審
議
機
関

新
設
の
流
れ
の
な
か
の
位
置
づ
け
な
ど
枯
本
的
事
実
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
以
後
、
幕
末
期
の
学
習
院
理
解
の
甚
本
と
な
っ
て
い

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

゜
る
ヽ
て
し

＿
、
は
じ
め
に 政

治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

で
は
、
文
久
―
―
一
年
．
＂
C
-

．
十
日
の
令
達
に
よ
り

吉

田

日
自

彦
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政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

戦
後
、
幕
末
朝
廷
の
国
事
審
議
機
関
に
関
し
て
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
家
近
良
樹
氏
は
「
幕
末
期
の
朝
廷
に
新
設
さ
れ
た
国
事

審
議
機
関
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
歴
史
」
四
四
八
一
九
八
五
年
）
で
国
事
御
用
掛
と
学
習
院
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
学
習
院
が
何
故
に
政
治
化
し
て
い
っ
た
か
、
ま
た
、
学
習
院
が
天
皇
の
政
治
的
上
昇
の
な
か
で
如
何
な
る
位
置
を
占
め

て
い
た
か
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

二
、
「
空
間
」
と
し
て
の
学
習
院
と
そ
の
用
途

ま
ず
、
幕
末
期
の
朝
廷
に
お
い
て
何
故
に
学
習
院
が
新
た
に
政
治
の
場
と
し
て
選
択
さ
れ
た
か
を
考
え
て
い
く
。

周
知
の
と
お
り
、
学
習
院
は
学
習
所
と
も
い
い
、
弘
化
四
年
、
孝
明
天
皇
の
希
望
に
よ
り
公
家
の
教
育
の
場
と
し
て
建
春
門
前
に
創

建
さ
れ
、
四
十
才
以
下
の
公
家
や
地
下
、
お
よ
び
そ
の
子
弟
の
教
育
に
用
い
ら
れ
た
。
学
習
所
伝
奏
を
責
任
者
に
、
管
理
の
た
め
に
学

習
所
雑
掌
が
置
か
れ
て
い
た
。

『
学
習
院
仮
日
記
』
文
久
二
年
七
月
十
二
日
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）
に
学
習
所
雑
掌
中
へ
勢
多
大
判
事
よ
り
用
状
が
届
き
蔵
人
口

で
阿
野
公
誠
よ
り
次
の
よ
う
な
指
示
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
学
習
院
が
幕
末
期
、
政
治
の
場
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

学
習
所
雑
掌
が
つ
け
て
い
た
文
久
二
年
七
月
十
二
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

る。

松
平
大
膳
太
夫
（
長
州
藩
主
毛
利
慶
親
ー
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
武
伝
議
奏
衆
と
於
学
習
院
御
密
談
有
之
其
B
限
等
は
其
正
親
町

三
条
（
実
愛
）
殿
よ
り
家
来
参
被
可
申
間
其
節
承
知
之
旨
可
申
候
由
二
候
事
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る。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

こ
れ
は
、
文
久
二
年
に
長
州
藩
主
毛
利
慶
親
が
、
国
事
周
旋
の
命
を
受
け
卜
京
し
参
内
し
時
事
を
論
し
る
（
「
密
談
」
）
時
に
備
え
て
、

予
め
学
習
院
（
学
習
所
）
の
管
哩
を
行
っ
て
い
る
実
務
官
僚
で
あ
る
学
間
所
雑
掌
に
通
達
し
た
も
の
で
あ
る
3

こ
の
達
し
が
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
大
名
の
学
習
院
参
院
関
係
史
料
の
初
見
で
あ
る
，

『
学
習
院
仮
日
記
』
に
お
け
る
次
の
記
事
は
同
月
止
親
町
：
一
条
の
家
来
の
付
き
添
い
毛
利
艇
親
家
来
五
、
六
名
が
参
院
す
る
予
定
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
の
は
そ
の
記
事
の
な
か
で
「
松
平
大
膳
太
夫
家
来
五
六
人
参
当
院
拝
見
度
山
二
候
半
尤
其
節
附
添
正
親
町
殿
家
来
も
参
候

事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
主
君
の
大
事
に
備
え
た
長
州
藩
上
の
下
見
や
式
次
第
な
ど
の
打
ち
合
わ
せ
と
い
う
頁
の
理
由
を
繕
っ

た
名
目
的
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
々
白
々
で
あ
る
が
、
本
来
、
学
習
院
は
地
下
役
人
の
子
弟
で
も
出
人
り

nI能
の
施
設
で
あ
っ
た
た

め
、
公
家
の
家
来
が
付
き
添
え
ば
1

般
の
藩
＋
が
「
拝
見
」
可
能
な
程
度
の
身
分
規
制
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
の
で

特
に
、
こ
の
よ
う
な
表
面
的
理
由
は
、
批
間
の
常
識
に
合
致
し
た
喝
た
り
障
り
の
な
い
坪
由
が
選
ば
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
の
で
特

同
月
十
六
日
に
毛
利
慶
親
は
参
院
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
様
子
に
つ
い
て
『
学
習
院
仮
日
記
』
詞
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
述
か
あ

午
半
刻
よ
り
議
奏
方
中
山
（
忠
能
）
殿
正
親
町
―
―
一
条
殿
野
官
（
定
功
）
殿
武
伝
坊
城
（
俊
克
）
殿

殿
御
参
御
面
談
於
講
堂
相
済
申
刻
過
各
々
相
済
御
退
散
二
相
成
候
事

に
そ
の
感
が
強
い
。

あ
る
。

御
参
院
其
後
松
平
大
膳
大
夫
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右
四
人
先
廻
り
参
院
之
事

…
…
①
 
番
頭
原
田
小
四
郎

中
野
数
馬

中
老
鍋
島
河
内

家
老
松
平
肥
前
守
内

『
学
習
院
仮
日
記
』
文
久
二
年
十
―
一
月
十
一
―

-
H条
に
佐
賀
藩
主
鍋
島
斉
正
が
学
習
院
に
参
院
し
た
と
き
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
か
、

人
名
参
院
記
事
の
な
か
で
一
番
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

で
は
、
他
の
大
名
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
議
奏
武
家
伝
奏
四
名
と
毛
利
慶
親
と
の
会
談
が
学
習
院
の
講
堂
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
た
、
『
学
習
院
仮

H
記
」
同
日
条
の
註
書
き
に
「
人
膳
大
夫
殿
玄
関
よ
り
上
り
聴
衆
之
間
に
て
休
息
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
毛
利

慶
視
が
「
聴
衆
の
間
」
を
「
休
息
の
間
」
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
ま
た
、
休
息
中
の
慶
親
に
対
し
て
茶
、
煙
草
盆
が

ま
た
、
議
奏
、
武
家
伝
奏
に
も
茶
、
煙
草
盆
の
接
待
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
が
大
名
の
面
談
の
前
に
学
習
院
の
ど
の
部
屋
に
い

た
だ
、
学
習
院
の
長
は
武
家
伝
奏
で
あ
り
講
義
が
あ
る
日
に
は
参
会
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
時
に
使
用
し
て
い
た
部
屋
で
待

機
し
接
待
を
受
け
、
面
談
の
時
、
そ
の
部
屋
か
ら
講
堂
に
赴
い
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

た
の
か
は
『
学
習
院
仮
日
記
』

の
記
事
で
は
判
然
と
し
な
い
。

出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

る。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
411

平
田
助
太
夫

-64-



政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

講
堂
に
て
御
面
会
故
先
へ
御
場
所
内
見

右
無
程
御
参
院
之
事

野

宮

殿

坊

城

殿

武
伝

同

正
親
町
三
条

松
平
肥
前
守
殿
江
非
蔵
人
両
人
血
会
有
之

雑
掌
三
人
非
蔵
人
同
様
面
会
之
事

）
 
ノ一

ヽ

.....• 

-3~ 
,
‘
・
 

,'、

家
来
え
も
先
へ
面
会
有
之
候
事

…
…
④
 

是
迄
雑
掌
誘
引
之
処
此
義
は
非
蔵
人
よ
り
誘
引
い
た
し
候
事

未
刻
御
面
談
酉
刻
比
柑
済
退
出
：
…
．
⑤

六
卿
方
夫
よ
り
後
追
々
御
退
散
之
事

•• 
，
 

••…

•i"] 
,
r
¥
 

ま
ず
、
①
で
藩
士
が
先
乗
り
し
て
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
、
②
で
藩
主
が
到
着
、
そ
の
後
、
③
で
朝
廷
側
の
議
奏
、
伝
奏
が
到
着
し
て

い
る
。
こ
の
到
着
順
は
身
分
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
毛
利
慶
親
参
院
の
時
は
議
奏
・
伝
奏
が
毛
利
慶
親
よ
り
先
に
来

院
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
点
は
変
化
し
て
い
る
。

殿

中

山

殿

伺

同

阿

野

殿

飛

鳥

井

殿

議
奏

伺

先
聴
衆
之
間
に
相
通
し
使
番
＂
余
多
葉
粉
盆
な
ど
菜
出
し
候
事

午
刻
比
参
院

松
平
肥
前
守
殿

¥
)
 

..... 2
2―
 

9

~

 

~
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9

9
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そ
の
礼
遇
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

②
に
お
い
て
鍋
島
斉
正
は
「
休
息
の
間
」
と
し
て
「
聴
衆
の
間
」
を
使
用
し
、
茶
、
煙
草
盆
の
接
待
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
毛
利
慶

親
と
同
一
で
あ
る
。

ま
た
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
と
面
談
す
る
前
に
鍋
島
斉
正
は
、
対
面
の
場
で
あ
る
講
堂
を
内
見
し
て
お
り
、
こ
の
大
名
と
朝
廷
の
政
治

を
担
っ
て
い
る
議
奏
・
武
家
伝
奏
の
面
談
が
単
な
る
政
治
的
話
し
合
い
の
場
で
出
は
な
く
身
分
制
社
会
特
有
の
儀
礼
を
と
も
な
っ
て
い

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
後
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
が
講
堂
に
先
に
入
室
し
て
非
蔵
人
が
誘
引
し
て
入
室
す
る
鍋
島
斉
正
を
待
ち
受
け
た
か
、
あ
る
い
は
、

そ
の
逆
で
あ
っ
た
か
は
⑤
の
記
事
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
⑥
の
記
事
で
議
奏
・
武
家
伝
奏
が
鍋
島
斉
正
が
退
出
し
た
後
に
「
退
散
」

し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
議
奏
・
伝
奏
側
が
「
主
人
」
側
と
し
て
「
客
」
で
あ
る
大
名
を
迎
え
て
「
客
」
が
帰
っ
た
後
に
解
散
し
た
も

の
と
考
え
て
も
間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
鍋
島
斉
正
参
院
の
後
、
鳥
取
藩
主
池
田
慶
徳
が
同
月
二
十
日
に
参
院
し
て
い
る
。
池
田
慶
徳
参
院
当
た
っ
て
、
学
頭
奉
行
が
指

示
を
学
習
院
雑
掌
ら
に
与
え
て
い
る
。
『
学
習
院
仮
日
記
』
同
月
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

右
明
廿
日
午
刻
参
上
二
付
都
て
過
日
鍋
島
前
中
将
参
上
之
節
之
通
相
心
得
候
様
学
頭
奉
行
衆
被

こ
こ
に
お
い
て
、
朝
廷
側
（
「
学
頭
奉
行
衆
」
）
は
学
習
院
の
参
院
す
る
国
持
大
名
に
対
し
て
画
一
的
な
礼
遇
を
行
う
こ
と
と
し
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

初
申
入
候
以
上

松
平
相
模
守
（
池
田
慶
徳
）

命
候
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以
上
の
一
連
の
流
れ
か
ら
、
休
息
の
間
と
面
談
を
行
う
「
正
間
」
、
そ
し
て
、
接
待
、
誘
引
な
ど
を
お
こ
な
う
人
手
を
備
え
て
い
る

施
設
が
藩
主
と
議
奏
・
武
家
伝
奏
と
い
う
朝
廷
に
お
け
る
政
務
担
当
者
と
の
会
談
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大
名
は
、
相
当
数
の
供
人
数
を
連
れ
て
き
て
い
た
。
「
松
平
肥
前
守
殿
江
非
蔵
人
両
人
面
会
有
之

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

議
奏
、
武
家
伝
奏
辞
去

← 

面
談
終
了
後
、
大
名
辞
去

← 

講
堂
で
議
奏
、
武
家
伝
奏
と
面
談

← 

講
堂
に
非
蔵
人
ま
た
は
雑
掌
、
大
名
を
誘
引

← ↑
 

大
名
、
講
堂
内
見

両
役
の
参
院
← 

休
息
の
間
（
聴
衆
の
間
）

← 

国
持
大
名
の
参
院

へ
、
茶
、
た
ば
こ
盆
の
接
待
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得
る
ス
ペ
ー
ス
と
構
造
と
を
一
応
備
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

家
来
え
も
先
へ
面
会
有
之
候
事

名
に
随
従
し
て
学
習
院
に
上
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
収
容
し
得
る
ス
ペ
ー
ス
も
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

藩
主
が
休
息
し
て
い
る
間
は
、
家
来
は
基
本
的
に
「
休
息
の
間
」
に
次
す
る
部
屋
に
家
来
は
侍
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
多
く
の

聴
衆
を
想
定
し
て
い
た
学
習
院
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
聴
衆
次
の
間
」
と
い
う
「
聴
衆
の
間
」
の
「
次
の
間
」
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
る
(
)

雑
掌
―
―
一
人
非
蔵
人
同
様
面
会
之
事
」
と
い
う
④
の
文
言
に
あ
る
が
ご
と
く
、
そ
の
内
の
何
人
か
は
大

以
上
の
と
お
り
、
学
習
院
は
、
講
義
施
設
で
あ
っ
た
た
め
、
大
名
と
公
卿
と
の
会
談
の
場
で
あ
る
「
正
間
」

(11

「
講
堂
」
）
、
大
名

の
「
休
息
の
間
」

(11

「
聴
衆
の
間
」
）
、
大
名
家
米
が
待
機
す
る
「
休
息
の
次
間
」

(11

「
聴
衆
の
次
間
」
）
を
講
義
施
設
と
し
て
備
え
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
従
来
か
ら
学
習
院
の
長
と
し
て
管
理
す
る
立
場
に
あ
っ
た
議
奏
は
、
も
と
も
と
、
学
習
院
内
に
「
居
室
」
を

有
し
て
い
た
た
め
公
卿
側
の
待
機
室
に
つ
い
て
は
何
ら
新
し
い
対
応
を
と
る
必
要
は
な
か
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
学
習
院
は
、
講
義
施
設
を
転
用
す
る
こ
と
に
よ
り
藩
主
ク
ラ
ス
に
対
す
る
礼
遇
と
公
卿
と
大
名
と
の
政
治
的
会
談
を
行
え

渭
然
、
こ
の
よ
う
な
学
習
院
に
あ
っ
て
は
藩
士
な
ど
と
伝
奏
・
議
奏
な
ど
と
の
面
談
も
容
易
に
で
き
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

『
学
晋
院
仮
日
記
」
文
久
二
年
十
一
月
九
日
条
に
陵
墓
修
復
協
議
の
た
め
に

111
陵
修
復
御
用
掛
の
四
卿
の
う
ち
の
何
人
か
か
、
宇
都

宮
藩
家
老
で
山
陵
修
圃
御
用
掛
の
戸
田
和
三
郎
（
忠
全
）
に
学
習
院
で
面
会
す
る
こ
と
に
つ
い
て
正
親
町
一
一
．
条
実
愛
よ
り
の
仰
せ
渡
し

か
学
習
所
雑
掌
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
際
、
雑
掌
二
名
が
詰
め
る
こ
と
、
「
取
構
之
処
ハ
是
迄
之
振
合
相
心
得
」
る
こ
と
、
「
和
．
4

一
郎
罷
出
候
ヽ
ゞ
聴
衆
之
次
ノ
間
江
相

通
候
様
」
に
す
べ
き
こ
と
と
い
う
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
指
示
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
山
陵
修
復
御
用
掛
の
公
卿
と
藩
士
と
の
面
会
は

ト
日
条
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
c

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

『
学
習
院
仮
日
記
」
文
久
一
一
年
|
二
月
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政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

面
談
終
了

野
宮

柳

原

（

光

愛

）

殿

万

里

小

路

（

博

房

）

殿

右
六
卿
方
は
山
陵
掛
之
由
二
而
御
参
院
候
事
…
…
①

戸
田
和
―
―
一
郎
参
院
聴
衆
之
次
之
間
江
使
番
誘
引
夫
に
て
休
息
茶
多
葉
粉
盆
火
鉢
等
差
出
ス

使
番
両
人
役
之
…
…
②

無
程
講
堂
江
六
卿
方
御
列
坐
戸
田
和
三
郎
誘
引
は
政
敏
役
之
夫
よ
り
御
面
談
有
之
酉
刻
過
相
済

六
卿
方
申
刻
比
御
退
散
二
相
成
夫
よ
り
非
蔵
人
以
下
各
々
退
出
候
事
…
…
③

こ
の
次
第
書
の
②
に
よ
れ
ば
、
藩
士
の
身
分
で
あ
る
一
戸
田
和
三
郎
は
、
事
前
の
達
し
の
と
お
り
「
聴
衆
の
次
の
間
」
を
「
休
息
の
間
」

に
し
て
お
り
、
茶
・
煙
草
盆
な
ど
の
接
待
は
同
じ
も
の
の
座
席
に
お
い
て
大
名
と
明
確
な
差
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
聴
衆
の
次
の
間
」
は
藩
士
ク
ラ
ス
、
「
聴
衆
の
間
」
は
蕃
主
ク
ラ
ス
と
い
う
身
分
制
に
対
応
し
た
部
屋
の
用
途
上
の
明
確

な
差
別
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
次
第
書
の
③
の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
日
記
の
記
述
に
従
え
ば
、
「
六
卿
が
講
堂
に
列
座
し
た
後
に
、
戸
田
和
三

郎
は
政
敏
に
よ
り
誘
引
さ
れ
て
講
堂
に
至
り
面
談
が
終
わ
っ
て
酉
刻
（
午
後
八
時
）
過
ぎ
に
退
出
し
、
六
卿
は
申
刻
（
午
後
六
時
）
頃

退
散
し
、
そ
の
後
に
非
蔵
人
以
下
も
退
出
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
文
の
流
れ
で
は
学
習
院
を
退
出
し
た
の
は
次
の
よ
う
な
順

番
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
山
（
忠
能
）
殿

坊
城
（
俊
克
）
殿

正
親
町
三
条
（
実
愛
）
殿

（
定
功
）
殿

退
出
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①

十

五

日

七
月

い
た
と
い
う
判
断
を
補
強
で
き
る
の
で
あ
る
。

← 

六
卿
退
散

← 

戸
田
和
三
郎
退
出

← 

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

非
蔵
人
以
下
退
出

こ
の
た
め
、
戸
田
和
三
郎
の
退
出
時
刻
の
「
酉
刻
（
午
後
八
時
）
過
ぎ
」
と
六
卿
の
退
散
時
刻
の
「
申
刻
（
午
後
六
時
）
頃
」
と
は

順
序
が
逆
転
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
記
載
の
際
の
間
違
い
と
考
え
た
方
が
整
合
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
判
断
に
従
え
ば
、

こ
の
戸
田
和
三
郎
と
の
面
会
が
「
取
構
之
処
ハ
是
迄
之
振
合
相
心
得
」
る
こ
と
と
い
う
指
示
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
前

述
し
た
大
名
と
の
面
談
で
も
議
奏
・
伝
奏
側
が
「
主
人
」
側
と
し
て
「
客
」
で
あ
る
大
名
を
迎
え
て
「
客
」
が
帰
っ
た
後
に
解
散
し
て

た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
学
習
院
（
学
習
所
）
は
、
か
か
る
政
治
的
場
と
し
て
の
使
用
が
開
始
さ
れ
て
も

従
来
通
り
、
公
卿
非
蔵
人
等
の
子
弟
の
学
習
の
場
と
い
う
用
途
に
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

以
下
、
『
学
習
院
仮
日
記
』
に
よ
り
、
毛
利
慶
親
が
学
習
院
が
参
院
し
た
文
久
二
年
七
月
十
六
日
以
降
か
ら
同
年
暮
れ
ま
で
の
講
会

と
政
治
的
使
用
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

長
州
滞
主
毛
利
慶
親
家
来
、
下
見
の
た
め
参
院
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② ① 

二
十
九
日

九
月
七
日
よ
り
同
月
二
十
日
ま
で
学
習
院
講
堂
屋
根
破
損
修
理
の
た
め
講
会
な
し
。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

二
十
六
日

十
九
日

※ 
九
月 ④ ③ ② ① 

二
十
六
日

十
九
日

九

H

閏
八
月
⑤ ④ ③ ② ① 

二
十
九
日

二
十
六
日

十
九
日

九
日
二
日

八
月⑤ ④ ③ ② 

二
十
九
日

二
十
六

8

十
九
日

十
六
日

欠
会
（
二
十
七
日
に
学
頭
衆
よ
り
欠
会
の
示
達
あ
り
）

講
会
（
大
学
）

毛
利
慶
親
・
定
広
父
子
参
院
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
と
面
談

講
会
（
礼
記
）

講
会
（
史
記
）

講
会
（
日
本
紀
）

講
会
（
大
学
）

欠
会
（
八
日
に
学
頭
桑
原
為
政
よ
り
欠
会
の
示
達
あ
り
）

講
会
（
史
記
）

講
会
（
日
本
紀
）

講
会
（
史
記
）

講
会
（
日
本
紀
）

毛
利
慶
親
参
院
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
と
面
談

講
会
（
史
記
）

講
会
（
日
本
紀
）

-71-



⑥ ⑤ ④ ③ 

二
十
日

十一
1

日

+LJ 

¥／ _1] 

/
＼
 

十
二
月
④ ③ ② ① 

二
十
六
日

欠
会
(
+
四
日
に
学
頭
桑
原
為
政
よ
り
欠
会
の
示
達
あ
り
）

十
九

B

欠
会
（
十
四
日
に
学
頭
桑
原
為
政
よ
り
欠
会
の
示
達
あ
り
）

九
日

十
一
月

＼
＇
 

~

9

 r3) 
9.,＼ 

一
上
十
六
日
欠
会
（
二
|
五

H
に
学
頭
衆
よ
り
欠
会
の
示
達
あ
り

①
 
i-
9,
．
 

十
九
日

九
H

講
会
（
礼
記
）

講
会
（
史
記
）

十
月 ③
 
二
十
九
日

二
十
九
日

二
十
九
日

十
三
日

二
十
二

H

二
十
八

H

講
会
（
大
学
）

講
会
（
大
学
）

講
会
（
子
皿
子
）

講
会
（
日
本
紀
）

山
陵
修
補
掛
公
卿
六
名
及
び
戸
田
和
―
―
一
郎
が
参
院
、
血
談

議
奏
・
武
家
伝
奏
・
国
事
御
用
掛
十
五
名
及
び
在
京
十
二
藩
藩
士
参
院

佐
賀
藩
主
鍋
島
斉
正
参
院
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
と
面
談

鳥
取
藩
主
池
田
慶
徳
参
院
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
と
面
談

学
頒
桑
原
為
政
、
学
習
院
講
会
出
精
僻
怠
を
礼
す

長
州
藩
槻
嗣
松
平
定
広
参
院
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
と
面
談

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

-72-



①
 

る。
④ ③ ② ① 

二
十
六

H

十
九
日

九
日

講
会
（
礼
記
）

講
会
（
史
記
）

以
上
の
日
表
を
見
る
時
、
文
久
二
年
七
月
か
ら
同
年
十
一
月
ま
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
月
四
回
の
講
会
定
例
日
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、

学
習
院
本
来
の
目
的
で
あ
る
公
家
子
弟
の
教
育
に
主
と
し
て
供
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
十
九
日

講
会
（
日
本
書
紀
）

講
会
（
大
学
）

講
会
の
定
例
日
が
月
に
四
日
と
い
う
こ
と
は
、
あ
と
の
日
は
学
習
院
の
施
設
は
「
遊
休
」
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

ら
の
日
に
教
育
外
の
用
途
が
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
は
無
理
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
政
治
的
な
面
談
の
場
と
し
て
の
使
用
は
、
施
設
が
空
い
て
い
る
時
の
例
外
的
な
使
用
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
長
州
藩
世

嗣
毛
利
定
広
が
勅
使
―
―
一
条
実
美
を
奉
じ
て
江
戸
の
下
っ
た
前
日
の
八
月
二
日
を
「
最
後
」
と
し
て
諸
藩
主
が
朝
命
を
奉
じ
て
京
都
に
参

集
し
京
都
で
の
政
治
が
本
格
化
し
た
同
年
十
二
月
初
め
ま
で
は
学
習
院
は
、
政
治
的
な
場
と
し
て
要
素
は
帯
び
な
い
で
済
ん
だ
の
で
あ

つ
ま
り
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
学
習
院
は
、
臨
時
的
に
「
朝
廷
の
政
治
施
設
」
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
に
す
ぎ
す
飽
く
ま
で
も

教
育
施
設
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
十
二
月
の
日
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
朝
廷
が
「
最
高
政
治
機
関
」
と
し
て
実
体
化
の
度
合
い
を
強
め
た
十
二
月
以
降
は

学
習
院
は
「
朝
廷
の
政
治
施
設
」
と
し
て
の
色
彩
を
恒
常
的
に
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
本
来
、
朝
廷
の
教
育
施
設
で
あ
っ
た
学
習
院
が
「
朝
廷
の
政
治
施
設
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
理
由
は
、
次
の
よ

う
な
建
物
と
し
て
の
構
造
と
使
用
の
さ
れ
方
を
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

大
名
の
「
休
息
の
間
と
な
る
「
聴
衆
の
間
」
、
そ
の
侍
臣
の
「
控
え
の
間
」
や
藩
臣
の
「
休
息
の
間
」
と
な
る
「
聴
衆
の
次
の
間
」

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立
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拾
七
匁
壱
分

拾
八
匁
拾
六
匁
四
分
五
厘

美
濃
杉
原 壱
帖
弐
匁
四
分
三
厘

壱
帖
壱
匁
弐
分

次
奉
書

（
中
略
）

内

学
習
所
御
入
用

銀
、
弐
貰
弐
百
壱
拾
七
匁
弐
分
八
厘
六
毛

を
持
ち
、
か
つ
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
な
ど
公
卿
と
大
名
・
藩
臣
と
の
会
見
の
場
と
な
る
講
堂
な
ど
、
朝
廷
に
お
け
る
公
卿
と
大
名
・

藩
臣
と
の
「
政
治
的
会
談
」
を
行
う
上
で
の
場
や
儀
礼
を
満
た
す
建
物
の
構
造
を
有
し
て
い
た
こ
と
。

②
宮
中
の
建
物
の
な
か
で
月
に
四
回
し
か
本
格
的
に
使
用
し
て
お
ら
ず
、
他
の
用
途
の
た
め
の
日
取
り
が
容
易
に
と
れ
た
こ
と
。

し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
文
久
二
年
十
二
月
か
ら
文
久
三
年
八
月
十
八
日
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
尊
攘
派
が
京
都

内
外
を
テ
ロ
の
脅
威
で
制
圧
し
朝
政
に
規
定
性
を
発
揮
し
て
い
た
頃
で
さ
え
、
学
習
院
は
教
育
施
設
と
し
て
の
機
能
や
性
格
を
失
っ
て

い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。

文
久
三
年
の
「
学
習
院
仮
日
記
j

は
管
見
の
限
り
で
は
見
る
こ
と
が
出
来
ず
、
文
久
二
年
十
二
月
か
ら
文
久
三
年
八
月
十
八
日
ま
で

の
間
で
実
際
に
学
習
院
で
講
会
が
行
わ
れ
た
日
時
を
特
定
出
来
な
い
が
、
学
習
院
関
係
予
算
の
出
納
簿
で
あ
る
『
学
習
所
勘
使
方
諸
色

御
入
用
御
勘
定
長
」
、
拾
八
に
文
久
三
年
正
月
か
ら
六
月
ま
で
の
支
出
と
し
て
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

壱
束
五
帖

壱
束
五
帖

壱
束
五
帖

諸
色
代
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て
の
業
務
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

右

消

兵

衛

納

参
匁
九
分

拾
五
匁
七
分
五
厘

参
匁
壱
分
五
厘

四
拾
七
匁
壱
分
七
厘
五
毛

右
御
会
御
用

以
上
が
、
文
久
三
年
上
半
期
の
講
会
用
に
学
習
院
が
紙
類
を
大
最
に
購
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
学
習
院
が
尊

攘
派
の
拠
点
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
文
久
三
年
前
半
に
お
い
て
も
学
習
院
の
吏
僚
が
、
そ
の
本
来
の
在
り
方
で
あ
る
教
育
機
関
と
し

ま
た
、
『
学
習
所
勘
使
方
諸
色
御
入
用
御
勘
定
長
』
、
拾
八
に
は
以
下
の
よ
う
な
講
会
に
つ
い
て
の
記
事
も
掲
さ
れ
て
い
る
。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

中
同

本
塗
外

壱
帖
壱
匁
壱
分
四
厘

壱
帖
参
分
五
厘

百
枚
壱
匁
五
分

次
半
切

半
紙

三
百
枚

三
百
枚

四
束
五
帖
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と
い
え
よ
う

因
み
に
、 一

貰
九
百
五
拾
弐
匁
七
分
九
厘

是
者
当
亥
ノ
ニ
月
十
九
日
よ
り
六
月
二
十
九
日
迄
御
会
日
メ
拾
八
度
分
学
頭
衆
弐
方
講
師
読
師
延
人
数
参
拾
心
人
メ
一
二
十
三
人

（
以
下
略
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
久
三
年
前
半
に
お
い
て
、

こ
と
が
判
る
。
一
ヶ
月
の
講
会
は
定
例
四
回
で
あ
る
が
、

開
催
さ
れ
て
お
り
、
講
会
が
欠
会
に
な
っ
た
の
は
一
回
に
す
ぎ
な
い
（
）
こ
の
よ
う
な
講
会
開
催
状
況
は
、
先
述
し
た
文
久
二
年
の
七
月

か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
で
欠
会
か
か
な
り
多
か
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
学
習
院
が
政
治
的
機
能
を
も
帯
び
て
い
た
文
久
三
年
前
平

（
も
っ
と
も
一
一
月
十
九

B
以
降
で
は
あ
る
が
）
に
お
い
て
低
調
に
な
っ
て
い
た
学
習
院
の
教
育
機
関
と
し
て
の
機
能
は
阿
復
し
て
い
た

何
故
に
一
月
お
よ
び
二
月
九
日
の
定
例
講
会
が
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
直
接
、
そ
の
理
由
を
示
す
は
史
料
は
な
く
想
像
す

る
し
か
な
い
が
、
「
朝
廷
の
政
治
施
設
」
と
し
て
の
色
彩
を
恒
常
的
に
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
文
久
：
年
十
て
月
か
ら
傾
向
が
翌
年
一
月
・

二
月
中
旬
ま
で
そ
の
ま
ま
続
い
て
お
り
、
後
述
す
る
学
習
院
や
国
事
御
用
に
関
す
る
朝
廷
機
構
の
体
制
整
備
を
契
機
に
し
て
、
ま
た
、

学
習
院
の
教
育
機
関
と
し
て
の
機
能
が
全
面
的
に
復
活
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
C

以
上
の
こ
と
か
ら
、
文
久
二
年
十
二
月
か
ら
文
久
一
一
正
年
八
月
卜
八

R
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
尊
攘
派
が
古
小
都
内
外
を
テ
ロ
の
脅
威
で
制

圧
し
朝
政
に
規
定
性
を
発
揮
し
て
い
た
頃
で
さ
え
、
学
習
院
は
教
育
施
設
と
し
て
の
機
能
や
性
格
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら

（
中
略
）

（
中
略
）

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

二
月
十
九
日
を
皮
切
り
に
六
月
二
十
九

H
ま
で
計
十
八
回
、
講
会
が
開
か
れ
て
い
た

二
月
十
九
日
以
降
六
月
二
十
九
日
ま
で
の
定
例

□十
九
ヶ
日
の
う
ち
|
八
ヶ

R
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政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

て
も
、
そ
の
決
定
を
求
め
る
事
態
と
な
っ
て
い
る
。

二
、
政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

し
か
し
、
本
来
的
な
機
能
で
あ
る
教
有
施
設
と
し
て
の
使
用
頻
度
の
少
な
さ
は
従
前
通
り
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
頻
度
で
学
習
院
と

い
う
朝
廷
施
設
を
他

H
的
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

政
治
的
上
昇
に
よ
り
朝
廷
が
「
最
高
政
治
機
関
」
と
し
て
機
能
し
始
め
て
い
た
が
、
文
久
一
一
年
四
月
の
薩
摩
蒲
島
津
久
光
率
兵
卜
京

前
ま
で
は
朝
廷
に
対
し
て
公
的
に
政
治
的
に
接
触
し
て
い
た
の
は
堀
川
正
睦
、
間
部
詮
勝
と
い
っ
た
上
京
し
て
き
た
都
府
老
中
、
林
大

学
顕
、
川
路
聖
漠
な
ど
の
幕
府
官
僚
か
朝
廷
側
と
政
治
的
交
渉
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
交
渉
の
場
は
武
家
伝
奏
の
伝
奏

屋
敷
や
京
都
所
司
代
邸
、
あ
る
い
は
御
所
内
伝
奏
詰
所
や
さ
ら
に
は
内
覧
邸
な
ど
既
存
の
政
治
施
設
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

今
ま
で
入
京
で
す
ら
堅
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
外
様
大
名
が
公
然
上
京
し
、
朝
廷
に
対
し
「
最
高
政
治
機
関
」
と
し
て
個
別
政
策
に
つ
い

こ
の
よ
う
な
新
し
い
状
況
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
役
職
と
施
設
で
朝
廷
と
し
て
の
政
治
的
対
応
を
行
う
か
は
、
朝
廷
に
突
き
つ
け
ら

れ
た
諜
題
の
一
っ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

島
津
久
光
の
率
兵
上
原
の
際
、
久
光
は
、
自
分
の
親
戚
で
あ
る
摂
家
箪
頭
近
衛
忠
房
に
就
い
て
自
説
を
朝
廷
に
入
説
し
よ
う
と
し
て

お
り
、
こ
の
件
で
近
衛
忠
房
の
招
き
を
受
け
た
中
山
忠
能
や
正
親
町
―
―
一
条
実
愛
は
、
関
白
九
条
尚
忠
と
京
都
所
司
代
酒
井
忠
義
の
了
解

を
と
っ
た
後
に
、
久
光
が
滞
在
す
る
近
衛
邸
に
赴
い
て
会
談
し
て
い
る
（
『
孝
明
天
皇
記
l

文
久
．
一
年
四
月
十
六

u条）
n-

ま
た
、
安
政
年
間
か
ら
文
久
年
間
に
い
た
る
ま
で
諸
藩
士
が
朝
廷
へ
の
人
説
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
通
常
、
諸
藩
士
は
公
家
の

屋
敷
に
赴
い
て
人
乱
活
動
し
い
る
こ
の
た
め
、
各
公
卿
が
、
自
分
の
縁
戚
関
係
に
あ
る
大
名
家
や
、
E
義
主
張
に
近
い
志
士
な
ど
の
主

か
で
あ
ろ
う
。
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れ
た
の
で
あ
る
。

に
あ
る
よ
う
に
学
習
院
で
毛
利
慶
親
と
武

張
を
個
別
的
に
受
け
容
れ
、
そ
れ
を
朝
議
化
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
上
述
し
た
朝
廷
の
「
最
高
政
治
機
関
」
化
に
当
た
っ
て
政
治
機
関
と
し
て
の
統
一
し
た
対
応
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
さ

七
月
十
六
日

T
酉
午
後
（
中
略
）
参
学
院
毛
利
大
膳
太
夫
頃

H
就
国
事
上
京
於
此
院
両
役
可
面
談
去
日
於
御
前
博
陸
命
給
可

為
今
日
兼
日
内
々
令
往
復
償
執
奏
勧
修
寺
侍
従
今
朝
表
向
上
京
之
旨
有
言
上
乃
今
日
午
後
於
学
院
両
役
J
J
l
面
談
被
仰
出
之
間

松
平
大
膳
太
夫
先
日
上
京
今
日
献
物
奏
者
所
江
持
参
且
表
向
上
原
之
旨
今
日
執
奏
勧
修
寺
侍
従
依
所
労
名
代
芝
111
民
部
大
輔
附

当
役
今
日
当
番
加
勢
庄
親
町
大
納
言
言
卜
以
女
一
房
被
言
上
今

H
未
刻
於
学
習
院
両
役
pI
面
談
以
児
被
仰
出
此
事
昨
H
巾
卜
個
正
親

町
大
納
再
初
勧
修
寺
へ
被
申
渡
且
以
書
状
両
役
へ
被
示
達
（
『
野
宮
定
功
国
事
私
記
』
文
久
―
一
年
ヒ
月
十
五
日
条
〈
宮
内
庁

書
陵
部
所
蔵
〉
）

一
就
国
事
諸
藩
申
出
俄
有
之
候
節
於
学
習
院
両
役
可
聞
取
候
尤
事
之
緩
急
可
有
之
二
付
自
今
出
会
之
儀
柑
止
前
日
武
伝
月
番
ヘ

一
差
懸
火
急
之
俄
打
之
節
ハ
関
，
ビ
家
へ
申
出
候
ハ
、
両
役
可
参
果
事
（
『
孝
明
天
皇
記
』
文
久
―
一
年
十
月
十
四

H
条）

①
と
②
は
、
文
久
二
年
七
月
の
毛
利
慶
親
の
上
京
に
際
し
、
武
家
伝
奏
・
議
奏
と
が
学
習
院
で
面
談
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
の
関

す
る
記
事
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
⑨
）
の
二
重
線
部
「
今
日
未
刻
於
学
習
院
両
役
可
面
談
以
児
被
仰
出
」

IJJ巾
・
出

③
十
月
十
七
日
自
武
伝
一
二
藩
へ
被
達

② 

直
勧
修
寺
申
達
之
（
『
孝
明
天
皇
記
』
文
久
一
生
年
七
月
十
六
日
条
）
。

a ¥ 
政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立
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政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

め
て
い
る
。

家
伝
奏
・
議
奏
両
役
と
が
「
面
談
」
す
る
こ
と
は
伝
奏
・
議
奏
両
役
の
判
断
で
な
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
「
仰
出
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
命
令
の
原
案
は
議
奏
、
武
家
伝
奏
の
両
役
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
こ
の
発
案
者
が
誰
で

あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
が
、
じ
の
「
就
国
事
上
京
於
此
院
両
役
可
面
談
去
日
於
御
前
博
陸
命
給
可
為
今
日
」
に
あ
る
よ
う
に
国
事
固

旋
な
ど
に
関
し
て
毛
利
慶
親
と
議
奏
、
武
家
伝
奏
両
役
と
「
面
談
」
す
る
こ
と
を
天
皇
の
御
前
で
関
白
（
「
栂
陸
]
)
が
命
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
命
令
は
朝
廷
の
と
し
て
の
正
規
か
つ
最
高
レ
ベ
ル
の
政
策
決
定
手
続
き
を
経
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
（
関
白
、
武
伝
の
幕
府
承
認
は
和
宮
降
嫁
の
際
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
）
。

③
は
、
武
家
伝
奏
よ
り
薩
摩
藩
、
長
州
藩
、
土
佐
藩
に
対
し
達
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
③
の
前
段
冒
頭
部
に
お
い
て
「
同
事
に

つ
い
て
諸
藩
申
し
出
の
儀
有
之
候
節
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
達
し
は
諸
藩
全
体
に
関
わ
る
一
般
的
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら

③
の
前
段
で
は
、
「
国
事
に
つ
い
て
諸
藩
申
し
出
の
儀
有
之
候
節
、
学
習
院
に
お
い
て
両
役
聞
き
取
る
べ
く
候
」
と
、
国
事
に
関
す

る
諸
藩
の
朝
廷
に
対
す
る
申
出
は
学
習
院
で
武
家
伝
奏
・
議
奏
両
役
が
聴
取
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
な
お
、
現
在
、
「
事
の
緩

急
こ
れ
有
る
べ
き
」
と
い
う
非
常
事
態
な
の
で
「
自
今
（
学
習
院
に
お
け
る
）
会

H
出
会
い
の
儀
相
止
め
」
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ

の
時
点
で
既
に
学
習
院
に
お
い
て
は
定
例

H
(
「
会
日
」
）
を
設
け
て
武
家
伝
奏
、
議
奏
が
諸
藩
の
政
治
的
具
申
を
受
理
す
る
シ
ス
テ
ム

が
起
動
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
か
で
き
る
。
そ
し
て
、
切
迫
の
度
を
加
え
つ
つ
あ
る
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
定
例
日
に
替
わ
っ

て
必
要
に
応
じ
て
両
職
が
学
習
院
が
諸
藩
の
政
治
的
具
申
を
受
理
す
る
こ
と
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
即
応
性
を
高

そ
し
て
、
③
の
後
段
で
は
一
差
懸
か
り
火
急
の
儀
こ
れ
有
る
節
ぱ
関
白
家
へ
巾
し
出
」
れ
ば
武
家
伝
奏
・
議
奏
の
両
役
が
「
参
集
」

す
る
と
し
て
お
り
、
緊
急
事
態
に
お
い
て
朝
廷
官
僚
組
織
の
「
最
高
責
任
者
」
の
も
と
に
情
報
を
直
接
い
れ
る
と
と
も
に
実
務
ラ
イ
ン

れ
る
。
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ホ ロ イ

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

の
中
枢
が
そ
の
元
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
朝
廷
と
し
て
の
政
治
決
断
を
最
速
に
行
え
る
よ
う
に
し
て
お
り
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
即

応
性
を
極
め
つ
け
て
い
る
。

③
は
、
①
・
②
の
流
れ
を
最
終
的
に
定
式
化
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
一
連
の
動
き
は
、
従
来
の
朝
廷
の
政
治
シ
ス
テ

ム
と
は
異
な
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
学
習
院
に
か
か
わ
る
シ
ス
テ
ム
は
次
の
よ
う
な
客
観
的
意
義
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
朝
廷
の
シ
ス
テ
ム
で
は
武
家
と
の
接
触
は
武
家
伝
奏
が
武
家
伝
奏
屋
敷
で
行
う
こ
と
が
通
例
で
、
武
家
伝
奏
と
と
も
に
朝

廷
政
治
の
実
務
ラ
イ
ン
を
担
っ
て
い
る
議
奏
が
武
家
と
接
触
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
が
、
議
奏
が
武
家
伝
奏
と

と
も
に
武
家
と
政
治
的
問
題
に
つ
い
て
公
的
に
接
触
す
る
手
続
き
が
明
確
化
さ
れ
た
。

議
奏
が
武
家
伝
奏
と
と
も
に
武
家
と
接
触
す
る
場
合
、
武
家
伝
奏
屋
敷
に
議
奏
が
出
か
け
て
い
く
と
い
う
方
法
も
と
ら
れ
て
い
た

が
、
そ
れ
は
、
「
幕
府
役
人
」
と
い
う
要
素
を
も
併
せ
持
つ
従
前
の
武
家
伝
奏
が
武
家
と
の
接
触
を
独
占
し
て
い
た
幕
藩
制
的
原
理

の
延
長
線
上
に
す
ぎ
ず
、
朝
廷
の
「
最
高
政
策
決
定
機
関
」
化
に
相
応
し
い
、
新
し
い
武
家
に
対
す
る
「
政
治
的
接
触
」
の
場
と
し

島
津
久
光
の
率
兵
上
京
の
際
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
武
家
の
縁
戚
関
係
に
あ
る
有
力
公
家
屋
敷
を
舞
台
に
し
た
朝
廷
役
職
者
と
武

家
と
の
政
治
的
接
触
は
、
朝
廷
の
政
治
機
関
と
し
て
の
完
結
性
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、
朝
廷
独
自
の
武
家
と
の
政
治
的
接
触
、
さ

ら
に
は
武
家
へ
の
指
揮
統
制
を
確
保
す
る
た
め
に
朝
廷
実
務
ラ
イ
ン
中
枢
が
武
家
と
接
触
す
る
場
を
公
的
に
確
立
す
る
必
要
性
を
満

た
す
も
の
で
あ
っ
た
。

③
の
後
段
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
関
白
（
内
覧
）
—
武
家
伝
奏
・
議
奏
と
い
う
既
存
の
朝
廷
の
政
策
決
定
ラ

イ
ン
を
前
提
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
背
景
に
は
、
島
津
久
光
率
兵
上
京
や
毛
利
慶
親
父
子
の
国
事
周
旋
、
さ
ら
に
は
諸
雄
藩
に
対

て
学
習
院
に
お
け
る
「
面
談
」
が
設
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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す
る
国
事
周
旋
の
勅
命
、
諸
大
名
の
上
京
、
そ
し
て
、
長
州
湘
、
土
佐
藩
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
藩
内
尊
攘
派
が
藩
内
権
力
を
奪
い
自

己
の
政
治
的
主
張
を
あ
た
か
も
滞
論
と
し
て
朝
廷
に
入
説
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
文
久
二
年
十
二
月
九
日
に
朝
廷
は
、
国
事
御
用
掛
を
設
置
し
て
い
る
。

同
掛
の
設
置
に
つ
い
て
は
『
維
新
史
』

考
「
幕
末
期
の
朝
廷
に
新
設
さ
れ
た
国
事
審
議
機
関
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
四
八

や
『
徳
川
慶
喜
公
伝
』
な
ど
で
そ
の
詳
細
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
が
、
家
近
良
樹
氏
は
そ
の
論

で
検
討
し
て
い
る
が
、
反

一
九
八
五
年
）

尊
攘
派
の
「
上
級
公
家
主
導
の
体
制
と
し
て
発
足
し
た
も
の
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
従
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
国
事
御
用
掛
と
学
習
院
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
首
肯
し
が
た
い
以
下
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

国
事
御
用
掛
が
設
置
さ
れ
た
際
に
だ
さ
れ
た
国
事
御
用
掛
が
守
る
べ
き
心
得
（
中
略
）
が
、
か
よ
う
に
、
国
事
御
用
掛
構
成
員
と

尊
攘
運
動
と
の
間
に
は
っ
き
り
と
一
線
を
画
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
国
事
御
用
掛
の
設
置
は
、
久
坂
玄
瑞

ら
諸
藩
の
尊
攘
派
有
志
の
発
議
を
た
と
え
採
用
す
る
か
た
ち
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
表
面
的
な
も
の
で
あ
り
、

事
実
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
た
と
み
な
し
う
る
。

「
国
事
二
関
ス
ル
建
言
」
を
総
て
学
習
院
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
で
窓
口
を
一
本
化
す
る
と
い
う
こ
の
方
策
は
、
当
時
尊
攘
浪
士
に

よ
る
テ
ロ
が
狙
猟
を
極
め
て
い
た
こ
と
、
一
―
月
八
日
に
薩
長
士
三
藩
か
ら
浪
士
取
り
締
ま
り
の
建
白
が
だ
さ
れ
た
こ
と
、
建
言
が

急
を
要
す
る
場
合
の
窓
口
が
尊
攘
派
堂
上
に
批
判
的
で
あ
っ
た
関
白
近
衛
忠
熙
で
あ
っ
た
こ
と
、
当
時
は
未
だ
学
習
院
が
尊
攘
派
の

手
に
婦
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
浪
士
鎖
撫
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
と
み
な
し
う
る
。

少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
は
、
浪
士
は
国
事
に
関
す
る
建
言
を
学
習
院
に
提
出
す
る
あ
く
ま
で
も
脇
役
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
建
白
を
取
捨

選
択
す
る
主
体
は
学
習
院
両
役
で
あ
り
、
関
白
近
衛
忠
熙
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
措
置

に
示
さ
れ
た
精
神
が
も
の
の
見
事
に
国
事
御
用
掛
の
設
置
に
際
し
て
発
揮
さ
れ
た
こ
と
は
改
め
て
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立
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で
あ
る
。

家
近
氏
の
分
析
の
特
色
は
国
事
御
用
掛
設
置
や
学
習
院
に
関
す
る
、
当
時
の
政
治
状
況
を
ふ
ま
え
近
衛
忠
熙
を
は
じ
め
と
す
る
公
武

合
体
派
上
級
公
家
の
政
治
的
意
図
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
そ
れ
の
み
で
国
事
御
用
掛
設
置
や
学
習
院
の
政
治
化
の
意
義
を
論
じ
る
の
み

で
、
か
か
る
国
事
御
用
掛
設
置
や
学
習
院
の
政
治
化
が
、
幕
末
期
に
お
け
る
朝
廷
の
「
最
高
政
策
決
定
機
関
」
化
・
犬
皇
の
「
最
高
君

主
化
」
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
等
閑
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

以
下
、
少
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

B
に
お
い
て
、
氏
は
「
『
国
事
二
関
ス
ル
建
言
』
を
総
て
学
習
院
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
で
窓
口
を
一
本
化
す
る
と
い
う
こ
の
方
策
」

を
「
明
ら
か
に
浪
士
鎮
撫
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
と
み
な
し
う
る
」
と
す
る
論
拠
の
一
っ
と
し
て
「
一
一
月
八

H
に
薩

長
土
三
藩
か
ら
浪
士
取
り
締
ま
り
の
建
白
が
だ
さ
れ
た
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
十
一
月
八
日
の
「
薩
長
土
三
藩
か
ら
浪
士
取
り
締
ま
り
の
建
白
」
は
、
公
家
な
ど
へ
の
投
書
、
威
嚇
、
「
薩
長
土
三
藩
」

の
名
前
を
悪
用
し
た
蝙
り
、
町
人
な
ど
の
へ
の
恐
喝
な
ど
を
取
り
締
ま
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
、
長
州
藩
、
土
佐
藩
を
中
心
と
し
た

在
京
腺
攘
派
へ
の
弾
圧
を
求
め
た
も
の
で
は
な
く
三
藩
（
尊
攘
派
を
含
む
）

の
名
誉
や
倍
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と
を
予
防
す
る
こ
と
を

狙
っ
た
も
の
で
あ
り
、
公
武
合
体
公
家
に
よ
る
尊
攘
派
の
政
治
的
規
制
と
直
結
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
四
日
後
の
十
一
月
十
二
口
に
次
の
よ
う
な
建
白
書
を
薩
摩
藩
・
長
州
藩
・
土
佐
蕃
は
武
家
伝
奏
に
提
出
し
て
い
る
の

攘
夷
之
勅
淀
被
仰
出
候
二
付
テ
ハ
実
二
御
全
国
之
御
安
危
ニ
モ
相
係
リ
不
容
易
俄
二
付
天
下
挙
テ
叡
慮
遵
奉
不
仕
候
テ
ハ
不

相
成
就
テ
ハ
外
藩
有
限
部
ヘ
ハ
無
遠
遡
一
様
二
尽
忠
報
国
之
志
岐
度
相
立
候
様
御
沙
汰
被
為
在
度
奉
存
候
事

一
国
事
二
係
リ
於
諸
藩
追
々
幽
閉
禁
錨
其
外
譴
責
ヲ
受
候
者
共
赦
免
相
成
候
様
先
達
テ
関
東
へ
被
仰
出
候
二
付
テ
ハ
是
非
徹
底
不

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立
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第
三
項
で
は
、
諸
藩
上
京
の
際
に
、
藩
主
が
参
内
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
「
正
邪
」
同
等
の
待
遇
を
与
え
る
な
ら
ば
「
人
心
帰
向
」

に
か
か
わ
る
の
で
「
正
」
の
藩
の
み
参
内
を
許
す
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
「
正
邪
」
の
弁
別
に
つ
い
て
の
判
断
・
参
内
の
是
非

に
つ
い
て
は
三
藩
の
意
見
を
聞
い
た
上
で
十
分
「
詮
議
」
し
て
ほ
し
い
と
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
薩
摩
藩
・
長
州
藩
•
土
佐
藩
連
名
の
建
白
書
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
天
皇
の
指
揮
命
令
系
統
下
に
将
軍
や
大
名
を
置
き
、
「
勅
命
」
の
徹
底
を
図
ろ
う
と
す
る
姿
勢
、
さ
ら

に
は
天
下
を
あ
げ
て
「
叡
慮
」
を
遵
奉
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
い
っ
た
、
現
実
政
治
に
お
け
る
天
皇
の
「
最
高
君
主
」
化
、
朝
廷
を

「
最
高
政
策
決
定
・
指
揮
命
令
機
関
」
化
を
よ
り
実
体
化
し
確
立
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
で
あ
り
、
天
皇
・
朝
廷
の
国
家
統
治
機
関
と

し
て
の
上
昇
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

て
準
備
を
整
え
る
べ
き
で
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

仕
テ
ハ
不
相
成
候
得
共
其
内
有
馬
黒
田
等
之
儀
ハ
京
地
へ
罷
出
候
儀
二
付
彼
藩
二
於
テ
幽
閉
致
シ
居
候
部
ハ
早
速
赦
免
致
シ
候

様
御
役
向
様
ヨ
リ
御
移
被
為
在
度
奉
存
候
事

一
諸
藩
追
々
上
京
正
邪
無
差
別
参
内
被
仰
付
候
儀
ハ
人
心
帰
向
ニ
モ
相
係
リ
不
容
易
事
候
間
先
以
三
藩
へ
被
仰
聞
正
邪
之
分
得
卜

御
詮
議
之
上
被
仰
付
度
奉
存
事
但
尤
以
来
ハ
有
功
無
功
二
不
拘
往
来
之
節
暫
時
上
京
仕
候
テ
モ
参
内
被
仰
付
候
儀
二
御
座
候
哉

（
『
孝
明
天
皇
記
』
文
久
一
一
年
十
一
月
十
日
条
）

第
一
項
で
は
「
攘
夷
之
勅
綻
被
仰
出
候
」
こ
と
を
受
け
て
「
天
下
挙
テ
叡
慮
遵
奉
不
仕
候
テ
ハ
不
相
成
」
と
あ
る
よ
う
に
天
皇
を

「
最
高
君
主
」
と
し
、
そ
の
政
策
・
命
令
を
全
国
的
に
遵
奉
す
る
よ
う
に
命
令
を
下
す
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

第
二
項
で
は
、
国
事
に
関
わ
り
諸
滞
で
処
罰
さ
れ
た
政
治
犯
を
赦
免
す
る
こ
と
を
幕
府
に
対
し
て
命
令
し
て
い
た
が
、
そ
の
命
令
の

徹
底
を
図
る
と
と
も
に
上
京
し
て
く
る
福
岡
藩
・
久
留
米
藩
に
対
し
朝
廷
自
ら
該
藩
内
の
政
治
犯
の
釈
放
を
命
じ
る
よ
う
に
朝
廷
と
し
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次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
一
三
＾
項
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
諸
大
名
の
参
内
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
の
参
内
が
天
白
毛
・
大
名
間
の

村
臣
儀
礼
で
あ
り
向
者
間
の
君
臣
関
係
の
確
認
と
実
体
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
犬
皇
の
最
高
君
主
化
に
と
も
な
う
囚
家
儀
礼
の

分
野
に
お
け
る
改
編
で
あ
る
。
〕

最
後
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
三
項

H
に
お
い
て
参
内
す
る
大
名
の
選
択
に
つ
い
て
三
藩
の
意
向
を
朝
議
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る

政
治
的
欲
求
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
現
実
政
治
に
お
け
る
諸
勢
力
の
政
治
的
意
図
の
分
野
の
問
題
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
天
皇
を
め
ぐ
る
政
治
的
動
向
は
、

国
家
儀
礼
、

9)

つ
の
分
野
に
か
か
わ
る
分
野
に
ま
た
が
っ
た
間
題
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
先
に
挙
げ
た
家
近
氏
の
研
究
は
、
ぷ
に
重
点
が
か
か
っ

て
い
た
も
の
で
あ
り
、

(J
と
⑫
に
つ
い
て
は
比
重
が
小
さ
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
同
事
御
用
掛
の
設
置
は
、
①
の
国
家
統
治
機
関
の
分
野
で
如
何
な
る
息
味
合
い
を
介
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
c

旬
月
十
ヘ
ー
H
巳
刻
出
仕
申
刻
限
退
出
之
事
…
…
ア

定
日
於
小
御
所
取
合
廊
下
．
同
連
席
評
議
之
事
：
・
：
・
イ

評
議
之
箇
条
銘
々
音
付
持
参
示
談
一
決
之
俄
ハ
伺
定
御
用
帳
二
．
pj
記
之
事
：
：
・
・
ウ

評
議
之
条
々
各
無
隔
意
可
申
合
専
要
候
未
決
着
俄
ハ
後
会
可
尽
評
議
事
於
外
席
他
人
へ
異
心
別
存
不
可
及
談
話
事
・
・
・
・
・
・
エ

御
用
之
俄
他
へ
不
可
漏
脱
之
事
…
•
•
•
カ

廉
立
候
儀
有
之
節
ハ
小
御
所
へ
出
御
．
nJ
被
聞
召
候
事
：
・
・
・
・
オ

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

日
家
統
治
機
関
、
②

諸
藩
輩
へ
以
私
梢
相
押
レ
致
応
復
間
敷
候
事
…
…
ク

（
『
孝
明
犬
阜
記
』
文
久
―
一
年
＋
―
-
月
九

R
条

語
臣
国
事
二
付
所
仔
有
之
候
ハ
、
先
件
御
用
掛
之
内
へ

nJ
巾
立
候
一
己
之

f
簡
ヲ
以
猥
成
取
計
進
退
等
不
可
什
之
事
：
・
・
・
・
キ

諸
勢
力
の
政
治
的
意
図
と
い
う
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議
化
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

的
行
動
を
と
ら
な
い
こ
と
。

こ
の
規
定
は
、
家
近
氏
も
言
及
し
て
い
た
設
置
時
の
国
事
御
用
掛
の
勤
務
規
定
（
心
得
）

は
国
事
御
用
掛
そ
の
も
の
の
規
定
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
事
御
用
掛
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
会
議
の
定
例
日
·
…
•
•
「
十
入
ー
日
」
（
一
ヶ
月
に
つ
き
十
日
）
、

で
あ
る
が
、

ア
か
ら
オ
ま
で
と
キ
の
瑣

H

・
会
議
場
所
・
：
・
:
「
小
御
所
取
合
廊
下
」

・
会
議
方
法
•
…
・
・
審
議
事
項
を
書
付
に
し
て
各
自
が
持
参
し
「
連
席
」
で
評
議
し
同
事
御
川
掛
内
で
「
一
決
」
の
の
ち
に
天
阜
に
伺

（
な
お
、
国
事
御
用
掛
の
な

い
を
立
て
、
そ
の
裁
可
を
得
た
後
に
決
定
事
項
と
し
て
「
御
川
帳
」
に
書
き
載
せ
る

か
に
関
白
の
近
衛
忠
熙
が
は
い
て
い
る
た
め
国
事
御
川
掛
「
示
談
一
決
之
俄
ハ
伺
定
」
の
対
象
は
関
白
で
は
な
く

天
皇
と
考
え
ら
れ
る
）
。

・
会
議
紛
糾
の
場
合
：
；
・
・
国
事
御
用
掛
の
会
議
で
紛
糾
し
た
場
合
は
天
皇
が
小
御
所
で
裁
定
を
下
す
。

•
朝
臣
の
恣
意
的
政
治
活
動
の
禁
止
…

．．． 
諸
臣
は
国
事
に
つ
い
て
意
見
か
あ
る
場
合
は
、
国
事
御
用
掛
に
巾
し
人
れ
、
勝
手
に
政
治

以
上
の
と
お
り
、
国
事
御
用
掛
は
、
「
小
御
所
取
合
廊
下
」
と
い
う
天
見
か
孟
政
務
」
を
行
う
空
間
に
諷
括
さ
れ
る
場
所
に
「
会
議

場
」
を
設
定
し
、
こ
の
国
事
御
川
掛
の
決
定
事
項
に
つ
い
て
天
皇
の
決
裁
を
受
け
る
こ
と
を
規
定
す
る
と
と
も
に
議
事
が
紛
糾
し
た
場

合
は
天
皐
の
親
裁
に
よ
る
決
定
を
予
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
天
皇
の
「
最
嵩
君
主
」
化
に
と
も
な
っ
て
そ
の
統
治
を
補
佐

す
る
政
策
審
議
機
関
と
し
て
朝
廷
内
に
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
ル
ー
ト
以
外
の
天
皇
に
よ
る
政
策
決
定
ル
ー
ト
を

残
す
余
地
は
な
く
、
朝
臣
の
政
治
的
意
見
や
要
求
は
国
事
御
用
掛
に
も
と
に
集
巾
さ
せ
、
国
事
御
用
掛
の
審
議
を
経
て
勅
裁
を
仰
ぎ
朝

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立
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の
人
数
の
多
さ
に
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

勿
論
、
国
事
御
用
掛
成
立
の
原
因
は
、
「
最
高
政
策
決
定
・
指
揮
命
令
機
関
」
化
に
当
た
っ
て
、
従
来
の
三
職
（
内
覧
、
武
家
伝
奏
、

議
奏
）
と
い
う
従
来
の
朝
廷
政
務
ラ
イ
ン
で
は
、
例
え
、
議
奏
加
勢
と
い
う
臨
時
の
増
員
シ
ス
テ
ム
を
恒
常
的
に
活
用
し
た
と
し
て
も

人
数
的
に
は
数
名
の
増
貝
に
し
か
な
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
朝
廷
が
担
わ
な
い
と
い
け
な
く
な
る
広
汎
な
政
治
事
項
の
処
理
や
、
そ
れ
を
指

示
し
て
い
く
人
的
基
盤
と
は
な
る
に
は
不
足
し
て
い
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
次
の
よ
う
な
理
由
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

す
な
わ
ち
、
「
最
高
政
策
決
定
・
指
揮
命
令
機
関
」
化
に
当
た
っ
て
、
朝
廷
は
、
国
事
審
議
・
立
案
を
任
と
す
る
国
事
御
用
掛
と
い

う
役
職
を
設
定
し
、
そ
れ
以
外
の
公
家
は
同
事
御
用
掛
へ
の
意
見
伝
達
と
い
う
か
た
ち
で
朝
政
に
関
与
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
は
い
る

も
の
の
基
本
的
に
は
彼
ら
を
朝
廷
の
国
事
審
議
・
立
案
過
程
か
ら
基
本
的
に
排
除
す
る
と
い
う
官
僚
制
的
機
構
を
立
ち
上
げ
た
こ
と
は

し
か
し
、
こ
の
排
除
の
論
理
と
国
事
御
用
掛
に
よ
る
朝
議
運
営
へ
の
公
家
全
般
よ
り
の
支
持
を
獲
得
す
る
と
い
う
要
求
と
を
両
立
さ

せ
る
た
め
に
は
皇
族
の
代
表
者
、
及
び
摂
家
、
さ
ら
に
は
消
華
・
大
臣
家
・
羽
休
家
・
名
家
・
新
家
と
い
っ
た
様
々
な
家
格
を
持
つ
公

卿
を
絋
摂
す
る
、
よ
り
広
汎
な
公
家
集
団
を
官
僚
制
原
理
に
も
と
づ
い
て
組
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
朝
廷
の
国
事
審
議
・
立
案
過
程
を

拒
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

0

そ
れ
が
、
当
初
、
十
六
名
、
家
近
氏
の
整
理
に
従
え
ば
一
•
|
九
名
に
な
る
と
い
う
同
掛

同
時
に
、
こ
の
国
事
掛
設
置
は
、
孝
明
天
皇
自
身
が
、
幕
府
サ
イ
ド
に
立
つ
九
条
尚
忠
が
内
覧
在
職
時
に
お
い
て
尚
忠
よ
り
朝
政
の

指
導
権
を
奪
う
た
め
に
基
盤
と
し
た
摂
関
家
や
大
臣
経
験
者
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
勅
問
之
人
々
を
恒
常
的
に
政
治
に
関
与
す
る
よ
う
に

す
る
朝
廷
内
の
職
制
改
変
で
あ
り
勅
問
之
人
々
を
拡
大
す
る
か
た
ち
で
国
事
掛
を
創
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
国
事
御
用
掛
に
対
し
て
は
私
的
政
治
行
動
を
慎
み
阿
掛
と
し
て
機
械
的
（
官
僚
制
的
に
）
国
事
御
用
を
務
め
る
こ
と
を
要
求

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
私
的
政
治
行
動
の
禁
止
は
、
力
の
秘
密
保
持
規
定
、
ク
の
諸
藩
士
と
の
私
的
交
際

前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

゜
つ`
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い
る
時
に
朝
廷
に
提
出
し
た
上
申
害
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
国
事
御
用
掛
阿
野
公
愛
の
上
巾
書
で
あ
る
か
、
国
事
御
用
掛
の
服
務
規
程
に
関
し
て
抗
議
を
行
い
自
邸
に
引
き
こ
も
っ
て

国
事
御
用
掛
の
職
務
に
関
連
し
て
、
こ
の
建
白
書
の
直
線
部
「
苦
心
建
白
之
儀
甕
蔽
之
｛
火
有
之
」
に
あ
る
よ
う
な
臣
下
と
し
て
主
君

に
対
し
行
う
意
見
具
申
（
「
建
白
」
）
、
破
線
部
に
あ
る
よ
う
な
臣
下
と
し
て
一
対
一
で
主
君
の
意
向
を
確
認
す
る
と
い
っ
た
行
為
が
排

除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
排
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
諌
言
、
君
臣
間
の
言
路
開
通
な
ど
を
是
と
し

て
い
る
主
従
制
原
理
に
即
し
て
考
え
る
と
、
当
然
あ
っ
て
然
る
べ
き
行
為
で
あ
り
、
阿
野
公
愛
の
主
張
も
、
こ
の
考
え
方
に
沿
っ
た
も

の
で
あ
る
。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

公
愛

（
中
略
）

一
諸
藩
へ
猥
往
来
仕
度
事
蒙
免
許
候
者
子
細
可
及
言
上
候

上

禁
止
規
定
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、
天
皇
に
対
し
て
も
「
私
」
的
関
係
を
排
除
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
国
事
御
川
掛
が
、
天
皇

に
対
し
個
人
的
に
政
治
的
息
見
を
具
申
す
る
こ
と
や
接
触
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

過
且
及
言
上
候
国
事
掛
名
分
難
相
立
且
苦
心
建
白
之
儀
甕
蔽
之
実
有
之
処
禁
中
御
模
様
モ
被
為
替
二
利
早
々
可
出
勤
深
畏
入
存
候

左
候
得
ハ
過
口
及
言
ヒ
候
通
尚
亦
感
慨
之
趣
意
蒙
御
明
断
度
存
候

9
9
9ー

1
ー

1
_
_
 
1
ー

9
_
_
_
_
_
 1ー

1
ー

1

9

ー

1
ー

1

9

1

1

,

、
1

1

_

1

_

_

 
1
 

_

_

_

 1
ー

1
1
9

_
_
_
_
 1

1ー

1
1
1ー

1
_
_
_
 
1
ー

1

1

,

9

1
_

_

_

_

 

1
ー

1

1

密
奉
窺
叡
慮
度
一
言
有
之
候
間
御
両
公
ハ

0
一
人
は
近
衛
関
白
を
指
す
敗
玉
側
二
被
候
共
不
苦
役
人
衆
ヲ
被
退
御
対
面
相
願
度
候

（
『
孝
明
天
皇
記
]
文
久
一
一
年
十
二
月
九
日
条
）

-87-



④ ③ ② ① 

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
従
制
原
理
に
即
し
た
天
皇
と
各
朝
臣
間
の
政
治
的
接
触
は
、
国
事
御
用
掛
の
職
務
規
程
に
お
い
て
国
事
御

用
掛
会
議
議
決
後
の
叡
慮
伺
い
、
あ
る
い
は
同
会
議
紛
糾
時
の
天
皇
の
裁
定
な
ど
官
僚
制
的
議
事
決
定
規
定
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
朝
廷
の
「
最
高
政
策
決
定
・
指
揮
命
令
機
関
」
化
に
当
た
っ
て
文
久
二
年
十
二
月
段
階
で
新
た
に
朝
廷
内
部
に
政

策
審
議
機
関
を
構
築
、
政
策
審
議
決
定
手
続
き
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
文
久
二
年
十
月
十
七
日
に
武
家
伝
奏
か
ら
薩
摩
藩
・
長
州

藩
•
土
佐
藩
一
一
一
藩
へ
達
せ
ら
れ
た
指
令
（
前
引
）
も
、
当
然
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

そ
の
指
令
の
具
体
的
内
容
が
、
①
諸
蕃
が
朝
廷
に
対
し
、
国
事
に
関
し
て
具
申
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
学
習
院
に
お
い
て
武
家
伝

奏
・
議
奏
の
両
役
が
そ
の
具
申
を
受
理
す
る
こ
と
、
②
「
差
懸
か
り
火
急
の
儀
こ
れ
有
る
節
は
関
白
家
へ
申
し
出
」
れ
ば
武
家
伝
奏
・

議
奏
の
両
役
が
「
参
集
」
し
て
対
応
す
る
こ
と
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
朝
廷
が
「
最
高
政
策
審
議
決
定
機
関
」
と
し
て
、
新
た
に
支
配
の
対
象
と
し
な
け
ら
ば
な
ら
な
か
っ
た
諸
藩
を
政
治
的

に
掌
握
し
諸
藩
の
政
治
的
要
求
や
意
見
を
吸
収
し
て
国
事
御
用
掛
な
ど
の
朝
議
に
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
朝
廷
の
政
策
決
定
を
伝
え
諸

藩
を
指
揮
命
令
す
る
為
の
伝
達
の
場
と
し
て
学
習
院
が
定
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

事
実
、
文
久
一
一
年
十
二
月
以
降
、
学
習
院
の
国
事
用
途
の
使
用
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

因
み
に
『
学
習
院
仮
日
記
』
「
孝
明
天
皇
紀
』
に
よ
れ
ば
同
年
十
一
一
月
及
び
翌
文
久
一
1

一
年
一
月
に
お
け
る
主
な
使
用
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

十
二
月
十
日

十
二
月
十
二
日

十
二
月
十
三
日

+
『
月
二
十
日

山
陵
修
補
掛
公
卿
六
名
及
び
戸
田
和
三
郎
が
参
院
、
面
談

議
奏
・
武
家
伝
奏
・
国
事
御
用
掛
十
五
名
及
び
在
京
十
一
一
藩
藩
士
参
院

佐
賀
藩
主
鍋
島
斉
正
参
院
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
と
面
談

烏
取
藩
主
池
田
慶
徳
参
院
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
と
面
談
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こ
の
う
ち
、
③
ー
⑤
、
も
ま
で
は
幕
府
、
若
し
く
は
大
名
と
朝
廷
実
務
ラ
イ
ン
中
枢
と
の
会
談
で
あ
り
、
①
は
、
朝
廷
に
と
っ
て
も

重
要
課
題
（
山
陵
修
復
）
に
つ
い
て
の
藩
臣
と
の
会
談
で
あ
る
。

⑥
は
、
朝
廷
の
役
職
者
と
藩
主
ら
と
の
間
の
像
礼
の
場
と
し
て
学
習
院
が
使
川
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
い

な
お
、
翌
日
（
一
月
三
日
）
池
山
慶
徳
ら
在
以
藩
主
・
世
嗣
は
参
内
、
献
上
物
を
差
し
卜
げ
た
後
に
小
御
所
で
天
鬼
と
対
面
、
天
杯

井
受
、
そ
の
後
、
廊
下
で
拝
領
物
を
授
け
ら
れ
て
退
出
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
藩
‘E
と
の
直
接
的
儀
礼
（
天
杯
拝
受
な
ど
）
は
宮
中
小
御
所
と
い
う
天
白
玉
固
有
の
「
空
間
」
で
行
わ
れ
て
お
り
、
学
習
院

は
朝
廷
役
職
者
と
藩
主
・
世
嗣
が
儀
礼
を
行
う
ぶ
役
向
の
儀
礼
」
を
行
う
「
空
間
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

②
は
、
イ
ギ
リ
ス
船
が
大
阪
湾
に
侵
入
す
る
と
の
報
に
接
し
て
、
そ
の
対
応
策
に
つ
い
て
在
京
諸
藩
の
息
見
を
聴
取
し
た
後
に
朝
議

を
決
定
せ
ん
と
し
た
も
の
で
、
鹿
児
島
藩
・
萩
藩
・
一
2

回
知
藩
の
具
申
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
招
集
さ
れ
た
藩
は
、
福
岡
藩
、
岡
山

藩
、
久
留
米
藩
、
熊
本
藩
、
広
島
藩
、
津
藩
、
徳
島
蒲
、
長
州
藩
、
鳥
取
藩
、
高
知
藩
、
佐
賀
藩
の
十
＾
藩
で
あ
っ
た
（
『
孝
明
天
皇

記
』
文
久
一
＾
年
十
二
月
十
二
日
条
、
『
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
』
文
久
二
年
十
．
一
月
|
二

H
条
〈
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
〉
）
。

鹿
児
島
藩
は
「
打
試

u二
付
長
州
ヨ
リ
承
度
由
今
朝
殿
下
武
伝
等
へ
申
願
」
い
不
参
で
あ
っ
た
が
、
武
家
伝
奏
は
、
萩
藩
、
高
知
藩
、

⑧

＾

月

十

H

⑦
 
⑥ ⑤ 

一
月
：
・
-
日

稲
府
将
軍
後
見
職
徳
川
慶
喜
入
京
参
内
後
、
学
習
院
に
お
い
て
武
家
伝
奏
・
議
奏
に
対
し
稲
府
奏
議
一
一
一
箇
条
に

つ
い
て
説
明
を
行
う
。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

二
年
一
月
―

-
B

十
ご
月
二
十
八

H

長
州
藩
世
嗣
松
平
定
広
参
院
、
議
奏
・
武
家
伝
奏
と
面
談

武
家
伝
奏
、
上
京
中
の
鳥
取
藩
、
王
池
田
慶
徳
、
徳
島
藩
世
嗣
蜂
須
賀
茂
餡
、
宇
租
島
前
藩
主
佃
逹
宗
城
、

高
知
藩
、
干
山
内
盟
範
以
下
藩
主
、
世
嗣
等
か
ら
講
堂
で
年
頭
の
賀
詞
を
受
け
る
。

議
奏
・
武
家
伝
奏
、
藩
釦
沿
岸
（
紀
伊
水
道
ー
大
阪
湾
へ
の
進
入
経
路
—
)
防
禦
に
つ
き
和
歌
山
藩
家

老
よ
り
報
告
を
受
け
防
備
に
つ
い
て
「
為
皇
国
一
致
精
々
尽
力
可
有
之
被
仰
出
」
て
い
る
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を
し
て
い
る
。

住
吉

士
州

川
口
転
法
備
前

兵
庫
長
州

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

鳥
取
藩
、
岡
山
藩
に
諮
問
し
た
後
に
福
岡
藩
、
岡
山
藩
、
久
留
米
藩
、
熊
本
藩
、
広
島
藩
、
津
藩
、
徳
島
藩
、
佐
賀
藩
に
意
見
の
聴
取

山
城
国
口
々

こ
の
と
き
に
朝
廷
側
か
ら
学
習
院
に
参
集
し
た
諸
蕃
に
対
し
出
さ
れ
た
令
達
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

摂
海
防
禦
兼
テ
勤
仕
之
儀
有
之
候
処
攘
夷
御
一
決
之
上
ハ
蛮
夷
渡
来
之
風
聞
頻
二
有
之
候
弥
御
守
衛
等
行
届
帝
都
御
気
遣
之
筋

無
之
哉
御
尋
被
為
在
候
万
一
小
舟
ヲ
以
淀
川
筋
登
来
之
節
防
禦
打
止
之
箇
所
手
配
等
モ
以
書
付
委
細
早
々
可
有
言
上
事

京

師

口

々

神

崎

川

末

兼
テ
守
衛

山
城
国
口
々

京
都
口
々

ま
た
、
こ
の
学
習
院
へ
外
様
大
藩
の
在
京
家
臣
を
招
集
・
諮
問
し
た
翌
日
の
十
三

8
に
天
皇
の
沙
汰
を
受
け
た
関
白
の
命
令
に
よ
り

武
家
伝
奏
は
、
京
都
所
司
代
に
対
し
、
前
日
の
対
大
名
諮
詢
書
取
を
示
す
と
と
も
に
次
の
よ
う
な
申
し
入
れ
を
行
っ
て
い
る
（
同
前
）
。

神
崎
川
末

右
箇
所
要
害
之
儀
可
有
る
勘
考
候

近
年
自
関
東
被
申
付
御
警
衛
相
勤
候
向
々
之
内
長
州
土
州
因
州
備
州
等
ハ
前
同
様
先
達
以
来
上
京
二
付
直
二
御
沙
汰
有
之
候
其

他
自
関
東
被
申
付
置
候
向
々
ヘ
ハ
尚
又
右
之
候
様
被
遊
度
御
沙
汰
候
此
旨
可
申
入
関
白
殿
被
命
候
俯
申
入
候
事

ま
ず
、
京
都
所
司
代
へ
の
申
し
入
れ
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
上
京
中
の
「
長
州
土
州
因
州
備
州
等
」
に
つ
い
て
は
「
直
二
御

目
印
山

因
州
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沙
汰
有
之
候
」
と
朝
廷
が
直
接
「
沙
汰
」
（
指
揮
命
令
）
す
る
こ
と
と
し
、
幕
府
が
警
備
を
命
じ
た
「
向
々
」
に
つ
い
て
も
朝
廷
が
直

接
「
沙
汰
」
す
る
こ
と
と
す
る
と
の
朝
廷
側
の
決
定
を
伝
達
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
幕
府
の
京
都
出
先
の
長
で
軍
事
指
揮
権
を
掌
握
し
て
い
る
京
都
所
司
代
の
権
能
を
否
定
し
、
天
皇
が
京
都
内
外
の
軍
事
指

揮
権
を
掌
握
、
直
接
、
行
使
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
朝
廷
側
が
幕
府
の
軍
事
統
帥
権
を
奪
う
と
と
も
に
朝
廷

と
藩
と
の
軍
事
的
直
接
結
合
を
意
味
し
幕
府
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
極
め
て
な
か
っ
た
。

朝
廷
に
よ
り
国
事
周
旋
の
た
め
に
上
京
を
命
じ
ら
れ
滞
京
中
の
外
様
大
藩
の
な
か
で
も
、
こ
の
申
し
入
れ
に
お
い
て
特
に
名
を
挙
げ

ら
れ
て
い
る
「
長
州
土
州
因
州
備
州
等
」
は
尊
攘
志
向
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
藩
で
あ
り
、
朝
廷
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
度
合
い
が
大
き
か
っ
た
藩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
萩
藩
、
高
知
藩
は
京
都
に
お
い
て
尊
攘
派
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
藩
で
あ
り
、
鳥
取
藩
主
池
田
慶
徳
は
尊
攘
の
泰
斗
と

知
ら
れ
る
水
戸
藩
主
故
徳
川
斉
昭
の
五
男
で
弟
の
徳
川
慶
喜
擁
立
運
動
に
参
画
し
た
際
も
開
国
論
で
は
な
く
鎖
攘
論
の
立
場
を
基
本
的

に
と
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
岡
山
藩
主
池
田
慶
政
は
、
文
久
八
年
閏
八
月
に
国
事
周
旋
の
命
を
受
け
家
老
を
上
京
さ
せ
尊
攘

の
立
場
に
理
解
を
鹿
児
島
藩
・
萩
藩
・
高
知
藩
の
具
申
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
学
習
院
に
参
集
し
た
（
対
象
と
な
っ
た
）
諸
藩
は
、
鹿
児
島
藩
、
萩
藩
、
土
佐
藩
、
福
岡
藩
、
岡
山
藩
、
久
留
米
藩
、
熊
本

蕃
、
広
島
藩
、
津
藩
、
徳
島
藩
、
佐
賀
藩
は
外
様
雄
藩
で
あ
り
全
て
江
戸
城
大
広
間
詰
の
外
様
大
藩
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
学
習
院
に
参
集
し
た
（
対
象
と
な
っ
た
）
鹿
児
島
藩
、
萩
藩
、
高
知
藩
、
福
岡
藩
、
岡
山
藩
、
久
留
米
藩
、

熊
本
藩
、
広
島
藩
、
津
蕩
、
徳
島
藩
、
佐
賀
藩
の
全
て
が
文
久
二
年
十
月
十
四
日
に
朝
廷
が
内
達
書
を
達
し
た
十
四
藩
に
含
ま
れ
て
い

た
点
で
あ
る
。

因
み
に
文
久
―
一
年
十
月
十
四
日
に
朝
廷
が
十
四
藩
に
対
し
達
し
た
内
達
書
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立
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右
之
通
夫
々
被
渡

因
み
に
文
久
二
年
十
月
十
二
日
、
朝
廷
は
、
攘
夷
の
叡
慮
を
受
け
て
幕
府
が
攘
夷
方
針
を
決
定
し
諸
大
名
に
布
告
し
て
「
策
略
之
次

第
拒
絶
之
期
限
等
衆
議
相
立
奏
聞
」
す
る
こ
と
を
幕
府
に
命
じ
る
た
め
に
勅
使
―
―
一
条
実
美
を
江
戸
に
東
下
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
が
、

こ
の
内
達
は
、
そ
の
二
日
後
、
勅
使
の
成
功
を
実
現
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
外
様
雄
藩
の
支
援
を
得
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
天
皇
が
「
最
高
君
主
」
と
し
て
京
都
内
外
の
軍
事
統
帥
権
掌
握
に
と
も
な
い
、
「
武
家
之
公
卿
」
（
天

皇
ー
大
名
間
の
君
臣
関
係
）
と
し
て
朝
臣
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
親
藩
・
家
門
・
譜
代
大
名
よ
り
も
期
待
で
き
る
と
見
な
さ
れ
た

外
様
雄
藩
掌
握
の
場
と
し
て
学
習
院
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

備
前
久
留
米

廣
幡
殿

一
条
殿

因
州

十
五
日
陽
明
ヨ
リ
ニ
条
ヘ

岡

藤

堂

陽

明

殿

阿
州

黒
田

―
一
条
殿

芸

州

陽

明

殿

鍋
島

藩

薩
長
土

十
月

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

仙

台

陽

明

殿

細
川

攘
夷
之
儀
累
年
叡
念
不
被
為
絶
候
処
方
今
人
民
同
希
望
候
攘
夷
二
決
定
無
之
テ
ハ
人
心
一
致
二
難
到
且
又
此
儘
ニ
テ
ハ
邦
内
混

滑
之
程
深
以
被
悩
叡
慮
候
間
於
幕
府
弥
攘
夷
二
決
定
候
テ
速
二
諸
大
名
へ
致
布
告
且
策
略
之
次
第
拒
絶
之
期
限
等
衆
議
相
立
奏
聞

可
有
之
今
度
以
勅
使
被
仰
遣
候
此
旨
相
心
得
叡
念
徹
底
之
様
周
還
猶
亦
報
国
尽
忠
可
相
励
内
々
御
沙
汰
候
事

正
三
殿

正
三
殿

久
世
一
条
殿
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さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
朝
権
の
伸
張
は
、
萩
・
高
知
藩
諄
攘
派
の
活
動
の
結
果
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
か
一
概
に
そ
う
と
も
い
え
な
い
も
の
と

な
ぜ
な
ら
ば
、
近
衛
忠
燕
、
近
衛
忠
房
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
玉
、
二
条
斉
敬
、

月
し
日
に
天
皇
に
意
見
具
申
を
し
た
際
の
「
所
舷
書
之
留
」
に
は
「
公
武
御
一
和
之
基
本
ハ
攘
夷
二
介
之
候
間
少
シ
モ
早
ク
其
沙
汰
諸

藩
へ
被
触
候
様
」
に
す
べ
き
と
す
る
と
と
も
に
性
急
に
幕
府
の
回
答
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
お
り
、
攘
夷
そ
の
も
の
を
支
持

し
諸
藩
を
基
盤
と
し
て
天
皇
の
「
最
高
君
主
」
の
政
治
決
定
を
幕
府
に
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
（
少
な
く
と
も
文
久
一
一
年
後

半
の
朝
権
伸
張
）
が
近
衛
忠
煕
ら
公
武
合
体
派
公
家
の
支
持
を
も
得
ら
れ
る
よ
う
な
朝
臣
と
し
て
の
般
的
頴
望
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
『
孝
明
天
皇
記
』
文
久
二
年
十
一
月
|
二
日
条
）
。

つ
ま
り
、
公
武
合
体
派
と
尊
攘
派
の
公
家
の
主
た
る
対
立
点
は
、
攘
夷
を
性
急
に
行
う
か
ど
う
か
、
攘
夷
の
勅
命
を
遵
奉
・
実
施
す

る
中
間
的
政
鍛
決
定
・
指
揮
命
令
機
関
で
あ
る
幕
府
の
自
由
度
・
主
体
性
を
ど
の
程
度
認
め
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
文
久
：
年
八
月
十
―

-lJ
に
幕
府
が
京
都
守
設
職
を
新
設
、
会
津
溜
‘t
松
平
容
保
を
任
命
し
た
の
に
対
し
て
、
朝
廷
側
は
、
島

津
久
光
も
京
都
守
護
職
に
任
命
す
る
よ
う
に
十
＾
一
月
八

H
に
幕
府
に
武
家
伝
奏
よ
り
「
御
沙
汰
」
を
申
し
入
れ
て
い
る

記
』
文
久
一
年
十
1

月
十
一
ー
日
粂
）
C

こ
の
申
し
入
れ
ば
、
京
都
警
備
に
つ
い
て
朝
廷
側
が
、
じ
導
権
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
か
、
尊
攘
派
と
は
異
な
る
開
国
治
志
向
を
持
つ
島
津
久
光
を
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
段
階
の
朝
廷
か
尊
攘
派
に
独
占

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立

考
え
ら
れ
る
C

（
『
孝
明
天
皇

一
条
忠
香
が
：
一
条
実
美
勅
使
江
戸
東
下
に
つ
い
て
十
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次
に
学
習
院
が
天
皇
の
政
治
的
上
昇
の
な
か
で
如
何
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。

文
久
二
年
末
、
「
最
高
政
策
決
定
・
指
揮
命
令
機
関
」
化
に
当
た
っ
て
、
朝
廷
は
、
「
勅
問
之
人
々
」
を
拡
大
す
る
か
た
ち
で
国
事
審

議
・
立
案
を
任
と
す
る
国
事
御
用
掛
と
い
う
役
職
を
設
定
し
、
そ
れ
以
外
の
公
家
は
国
事
御
用
掛
へ
の
意
見
伝
達
と
い
う
か
た
ち
で
朝

政
に
関
与
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
は
い
る
も
の
の
基
本
的
に
は
彼
ら
を
朝
廷
の
国
事
審
議
・
立
案
過
程
か
ら
基
本
的
に
排
除
す
る
と
い

う
官
僚
制
的
機
構
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。

こ
の
排
除
の
論
理
と
国
事
御
用
掛
に
よ
る
朝
議
運
営
へ
の
公
家
全
般
よ
り
の
支
持
を
獲
得
す
る
と
い
う
要
求
と
を
両
立
さ
せ
る
た
め

に
皇
族
の
代
表
者
、
及
ぴ
摂
家
、
さ
ら
に
は
清
華
・
大
臣
家
・
羽
林
家
・
名
家
・
新
家
と
い
っ
た
様
々
な
家
格
を
持
つ
公
卿
を
包
摂
す

で
あ
る
。

朝
廷
の
教
育
施
設
で
あ
る
学
習
院
が
政
治
化
し
て
い
っ
た
理
由
は
、
学
習
院
が
講
義
施
設
で
あ
っ
た
た
め
、
大
名
と
公
卿
と
の
会
談

の
場
で
あ
る
「
正
間
」

(11

「
講
堂
」
）
、
大
名
の
「
休
息
の
間
」

(11

「
聴
衆
の
間
」
）
、
大
名
家
来
が
待
機
す
る
「
休
息
の
次
間
」

(II

「
聴
衆
の
次
間
」
）
を
講
義
施
設
と
し
て
備
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
従
来
か
ら
学
習
院
の
長
と
し
て
管
理
す
る
立
場
に
あ
っ
た

議
奏
は
、
も
と
も
と
、
学
習
院
内
に
「
居
室
」
を
有
し
て
い
た
た
め
公
卿
側
の
待
機
室
に
つ
い
て
は
何
ら
新
し
い
対
応
を
と
る
必
要
は

な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
学
習
院
は
、
講
義
施
設
を
転
用
す
る
こ
と
に
よ
り
藩
主
ク
ラ
ス
に
対
す
る
礼

遇
と
公
卿
と
大
名
と
の
政
治
的
会
談
や
伝
奏
・
議
奏
な
ど
と
の
面
談
を
行
え
得
る
ス
ペ
ー
ス
と
構
造
と
を
一
応
備
え
て
い
た
と
い
え
よ

、つ
し
か
し
、
本
来
的
な
機
能
で
あ
る
教
育
施
設
と
し
て
の
使
用
は
学
習
院
が
政
治
施
設
と
し
て
使
用
さ
れ
始
め
て
も
続
け
ら
れ
て
い
た

が
、
そ
の
頻
度
の
少
な
さ
は
従
前
通
り
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
頻
度
で
学
習
院
を
他

H
的
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
し
た
の

四

、

結

び

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立
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国
事
御
用
掛
は
、
「
小
御
所
取
合
廊
下
」
と
い
う
天
皇
が
「
政
務
」
を
行
う
空
間
に
包
括
さ
れ
る
場
所
に
「
会
議
場
」
を
設
定
し
、

こ
の
国
事
御
用
掛
の
決
定
事
項
に
つ
い
て
天
皇
の
決
裁
を
受
け
る
こ
と
を
規
定
す
る
と
と
も
に
議
事
か
紛
糾
し
た
場
合
は
天
白
毛
の
親
裁

に
よ
る
決
定
を
予
定
し
て
い
る
。

他
方
、
朝
廷
は
、
「
最
高
政
策
審
議
決
定
機
関
」
「
軍
事
統
帥
機
関
」
と
し
て
、
新
た
に
「
支
配
の
対
象
」
と
し
な
け
ら
ば
な
ら
な
か
っ

た
諸
藩
を
政
治
的
・
軍
事
的
に
掌
握
し
諸
溜
の
政
治
的
要
求
や
意
見
を
吸
収
し
て
国
事
御
用
掛
な
ど
の
朝
議
に
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に

朝
廷
の
政
策
決
定
を
伝
え
諸
藩
を
指
揮
命
令
す
る
為
の
伝
達
の
場
を
新
た
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
場
と
し
て
「
小
御
所
取

合
廊
下
」
と
い
う
天
皇
が
「
政
務
」
を
行
う
空
間
と
は
距
離
を
箇
い
た
学
習
院
が
定
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
藩
主
と
の
直
接
的
儀
礼
（
天
杯
拝
受
な
ど
）
に
は
宮
中
小
御
所
と
い
う
天
皇
固
有
の
「
空
間
」
が
設
定
さ
れ
い
た
の
に

対
し
、
朝
廷
役
職
者
と
藩
主
・
世
嗣
が
儀
礼
を
行
う
「
役
向
の
儀
礼
」
の
場
と
し
て
学
習
院
と
い
う
「
空
間
」
が
使
川
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
（
本
論
文
は
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
い
「
学
習
院
に
関
す
る
基
本
的
研
究
l

の
成
果
の
＾
部
で
あ
る
）

る。 る
、
よ
り
広
汎
な
公
家
集
団
を
官
僚
制
原
理
に
も
と
づ
い
て
編
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
朝
廷
の
同
事
審
議
・
立
案
過
程
を
担
わ
せ
て
い

政
治
施
設
と
し
て
の
学
習
院
の
成
立
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